
まんのう町結婚新生活支援事業の手引き 

令和7年4月更新 

 

１ 対象となる補助対象者 

補助金の対象者は、以下の全ての条件を満たす必要があります。 

① 令和7年1月1日から令和8年3月31日の間に婚姻届けを提出し、受理された夫婦であ

ること。 

② 申請日時点で最新の所得証明書をもとに、夫婦の所得を合算した金額が500万円未

満であること。（奨学金の返済がある場合は、年間返済額を世帯所得額から控除） 

③ 補助対象となる世帯の住宅がまんのう町内にあり、申請時に夫婦の双方又は一方が

住民登録を有し、現に居住していること。 

④ 夫婦いずれもの年齢が、婚姻届が受理された時点で39歳以下であること。 

⑤ 生活保護法の規定による保護を受けていないこと。 

⑥ 結婚新生活支援事業と重複する他の公的給付を受けていないこと。 

⑦ 夫婦のいずれもが、日本国籍または日本国の永住権を有していること。 

⑧ 夫婦のいずれもが、暴力団等の反社会的勢力の構成員ではないこと。 

⑨ 夫婦のいずれもが、過去に新生活の支援に係る補助金等の交付を受けていないこと。 

⑩ 夫婦のいずれもが、まんのう町東京圏移住支援事業補助金を受けていないこと。 

⑪ 夫婦のいずれもが、町税に滞納がないこと。 

⑫ まんのう町などによる本事業実施に係るアンケート等へ協力すること。 

 

２ 対象となる経費 

令和7年4月1日～令和8年3月31日に婚姻を機に支払ったいずれかの経費が対象です。ただ

し、勤務先から手当等が支給されている場合は、支給額を補助対象経費から差し引きます。 

①住宅費（敷金、礼金、仲介手数料） 

※世帯員の3親等以内の親族が所有する賃貸住宅に係る費用を除く 

②引越費用（引越業者又は運送業者への支払いに係る実費） 

※不要になった家財道具の処分に係る費用を除く 

 

３ 補助金額 

住宅費及び引越費用を合わせた額とし、婚姻日における年齢によって下記の額を上限とし

ます（年齢区分は、夫婦いずれかの高い方によります）。 

・夫婦ともに２９歳以下の世帯      ６０万円 

・夫婦いずれかが３０～３９歳以下の世帯 ３０万円 

※補助金額の 1,000 円未満の端数は切り捨てます。 

 

この事業は、若者の婚姻に伴う新生活に係る経費の一部を補助することで、地域

における少子化対策の強化及び経済的不安の軽減を図るものです。 
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４ 申請の流れ及び提出書類 

１．交付の申請 【申請者】 

令和7年4月1日～令和8年3月31日までに下記書類を提出してください。 

① まんのう町結婚新生活支援事業補助金交付申請書兼実績報告書（様式第1号） 

② 婚姻受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本（住民生活課で取得） 

③ 夫婦それぞれの申請日時点で最新の所得証明書（税務課で取得） 

④ アンケート 

⑤ 債権者登録申出書 

 

【該当者のみ】 

⑥ 住宅の賃貸借契約書の写し(賃貸借契約の場合) 

⑦ 住宅費（敷金、礼金、仲介手数料）に係る領収書の写し(賃貸借契約の場合) 

⑧ 引越費用に係る領収書の写し(引越費用がある場合) 

⑨ 貸与奨学金の年間返済額が分かる書類（借り入れがある場合） 

⑩ 勤務先からの手当等が分かる書類（勤務先からの対象経費にかかる手当等の支給

があった場合） 

 

※上記以外に、その他町長が必要と認めるものの提出を求める場合があります。 

 

 

２．交付の決定 

受付後、内容審査を行い、補助金の交付決定を行います。 

○ まんのう町結婚新生活支援事業補助金交付決定兼確定通知書（様式第2号） 

…町から申請者に送付します。 

 

 

３．補助金の請求 【申請者】 

○ まんのう町結婚新生活支援事業補助金交付請求書（様式第4号） 

※申請時に一緒にご提出ください。ただし、日付等は未記入でお願いします。 
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様式第 1号（第 5条関係） 

 
  令和 ７ 年 〇月 〇日 

 
まんのう町長    様 

      （申請者）郵便番号 〒７６〇－〇〇〇〇 

      住  所 まんのう町〇〇１１１１番地 

      氏  名 まんのう 太郎 

      電話番号 ０００－００００－００００ 

 

まんのう町結婚新生活支援事業補助金交付申請書兼実績報告書 

 

まんのう町結婚新生活支援事業補助金の交付を受けたいので、まんのう町結婚新生活支援事

業補助金交付要綱第5条の規定により、関係書類を添えて下記のとおり申請します。 

なお、書類審査のため、住民基本台帳及び税務関係情報の閲覧について同意するとともに、下

記の事項について相違がないことを誓約します。 

 

記 

１ 申請者情報 

 申請者 配偶者 

フリガナ マンノウ タロウ マンノウ ハナコ 

氏  名 まんのう 太郎 まんのう 花子 

生年月日  平成５年 ４月 １日 平成１０年 ５月 １日 

新居へ住民登録をした年月日  令和７年 ６月１０日  令和７年 ６月１０日 

婚姻年月日 令和 ７年 ６月 １日 

婚姻年月日における年齢 ３２歳  ２７歳  

所得金額 ３，０００，０００円  １，５００，０００円  

貸与型奨学金の年間返済額 １５０，０００円  ０円 

町税の滞納 有  ・  無 有  ・  無 

他の公的制度による補助等 有  ・  無 有  ・  無 

同補助金の過去の受給 有  ・  無 有  ・  無 

暴力団員等の該当 有  ・  無 有  ・  無 

住宅手当等の支給 有  ・  無 有  ・  無 

 

申請時書類 

書類提出日を記入 

５ 申請書記入

例 

婚姻届が受理

された日 
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２ 誓約事項 

 ⑴ 私と配偶者は、申請の時点において、まんのう町結婚新生活支援事業補助金交付要
綱第2条に掲げる全ての要件を満たしています。 

 ⑵ 申請内容に虚偽があった場合は、補助金を返還します。 

 

３ 補助申請額 

住宅費 

契約期間の始期     令和７年 ６月 ２日 

住宅費(A) 

(敷金、礼金、仲介手数料) 

敷金、礼金 １４０，０００円 

仲介手数料  ７７，０００円 

小計（A）  ２１７，０００円 

引越費用 
引越しを行った日 令和７年 ６月 ５日 

費用(B) １２０，０００円 

手当等 勤務先からの手当等(C) １０，０００円 

合計(D) (A)＋(B)－(C) ３２７，０００円 

補助申請額 

(D)のうち、夫婦ともに婚姻日における年齢が 29 歳

以下の世帯は 60 万円、それ以外の世帯は 30 万円を

上限に記載してください（1,000 円未満切り捨て）。 

※継続補助対象世帯は、当該額から前年度に交付を

受けた補助金の額を差し引いた額を上限とする。 

３００，０００円 

 

４ 添付書類 

 ⑴ 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本 
 ⑵ 夫婦それぞれの申請日時点で最新の所得証明書 

 ⑶ 貸与型奨学金の年間返済額が分かる書類（借入れがある場合） 
 ⑷ 住宅の賃貸借契約書の写し 
 ⑸ 住宅費に係る領収書の写し 
 ⑹ 引越費用に係る領収書の写し 
 ⑺ 勤務先からの手当等が分かる書類（勤務先から手当等の支給があった場合） 
 ⑻ その他町長が必要と認める書類 

 

 

  

1,000 円未満を切り捨てた金額 
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記 号  番 号 

1 2 3 4 0  1 2 3 4 5 6 7 1 

              

 店 番   口座番号  

 2 3 8   1 2 3 4 5 6 7  

 

 

ｳ ﾝ ﾀ ｶ ｹ 

個人用見本 

ﾏ ﾝ ﾉ ｳ ﾀ ﾛ ｳ 

まんのう 太郎 

仲多度郡まんのう町吉野下４３０番地 

7 6 6 0 0 2 2 

ﾉ ｳ ﾁ ｮ ﾖ ｼ ﾉ ﾄﾞ ｸﾞ ﾝ ﾏ ｶ ｶﾞ ﾜ ﾝ ﾅ ｼ 

1 1 1 1 1 1 1 

昭和 60年 1月 1日 

まんのう         まんのう支 

 

請求書等に使用する

印を押印してくださ

い。銀行印・印鑑登録

印である必要はあり

ません。 

個人の場合は、 

記入不要です。 

本補助金のお振込みを希望される

口座をご記入ください。 

ゆうちょ銀行口座にお振込を希望される方へ 

他の金融機関とゆうちょ銀行では口座番号体系が異なります。 

ゆうちょ銀行の「記号・番号」を振込用の「店番・口座番号」に変換してください。 

店番： 

「記号」の２～３桁目の数字の最後に

「８」をつけた数字 

口座番号： 

「番号」の最後の「１」を削除した数字 

0 8 7 7 - 7 3 0 - 1 2 2 

ﾏ ﾝ ﾉ ｳ ﾀ ｳ ﾛ 

ﾓ 

香川 
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様式第 4号（第 7条関係） 

   年   月   日 

まんのう町長  宛 

 

           （交付決定者） 住所 まんのう町〇〇１１１１番地 

                   氏名 まんのう 太郎      ○印  

                   電話番号 ０００－００００－００００ 

 

まんのう町結婚新生活支援事業補助金交付請求書 

 

     年  月  日付け    第   号で交付決定通知のあったまんのう町結婚新

生活支援事業補助金について、まんのう町結婚新生活支援事業補助金交付要綱第7条の規定に基

づき、次のとおり請求します。 

 

 

 

請求額  金 ３００，０００円 

 

 

 

 

  

交付請求時書類 

 

 

空白のままお持ちください。 
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Ｑ１ 所得はどのように計算すればよいですか。 

Ａ 所得証明書を元に計算します。夫婦二人の所得を合算した額が５００万円未満で

ある必要があるため、二人分の所得証明書を取得してください。 

 

  奨学金の返済をしている場合は、所得証明書が示す期間と同じ１年分の返済額を

控除します。貸与奨学金の年間返済額が分かる書類の提出が必要です。 

 

Ｑ２ 夫婦の一方はまんのう町に住民登録されているが、もう一方が他の自治体に登

録されている場合は対象になりますか。 

Ａ 対象になります。申請時において、夫婦の双方又は一方が申請に係る住宅の住所

に住民登録をされている必要があります。 

 

Ｑ３ 申請時点で４０歳になりますが、対象になりますか。 

Ａ 婚姻日における年齢が３９歳以下であれば対象になります。 

 

Ｑ４ 対象となる住居費用を教えてください。 

Ａ 住宅初期費用に含まれる敷金、礼金、仲介手数料が対象になります。 

  家賃、共益費、駐車場代、クリーニング代、火災保険料などは対象となりませ

ん。 

 

Ｑ５ 引越費用で対象となるものを具体的に教えてください。 

Ａ 引越しにかかった費用のうち、引越し業者や運送業者へ支払った費用が対象で

す。自らレンタカーを借りて引越しを行った場合の費用や、不用品の処分費用は

対象外です。 

 

Ｑ６ 婚姻日より前に支払った費用も対象となりますか。 

Ａ 婚姻日より前の賃貸借については、婚姻日から起算して１年以内に婚姻を機に新

たに物件を賃借した場合に限ります。 

  また、婚姻に伴う引っ越し費用であれば対象となります。 

 

Ｑ７ 補助の上限額になるまで何度も申請できますか。 

Ａ 補助の上限額に達していなくても、申請は原則１回限りとなります。 

 

Ｑ８ 結婚後に夫（妻）が住んでいたアパートに同居する予定ですが、対象になりま

すか。 

Ａ 配偶者の引越費用は対象となります。 

 

まんのう町結婚新生活支援事業補助金Ｑ＆Ａ 
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Ｑ９ 婚姻受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本はどこで取得できますか。 

Ａ 婚姻受理証明書は、婚姻届を提出した自治体で発行しています。 

  戸籍謄本は、広域交付制度により全国どこの市区町村の窓口でも取得できます。 

  

Ｑ１０ 所得証明書はどこで取得すればよいですか。 

Ａ 所得証明書とは、個人町・県民税の税額及び前年の 1 月 1 日から 12 月 31 日まで

の所得（収入）などの課税内容に関する証明をしたものです。１月１日に住所が

ある自治体で６月以降に発行が可能となります。 

例えば、令和７年６月以前に申請する場合は、令和６年１月１日に住所があった

市町村で取得してください。令和７年６月以降に申請する場合は、令和７年１月１

日に住所があった市町村で取得してください。 
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お問い合せ・申込先 

〒766-8503 

香川県仲多度郡まんのう町吉野下４３０番地 

まんのう町地域振興課 

TEL 0877-73-0122  FAX 0877-73-0113 

メール chiiki@town.manno.lg.jp 


